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「母子保健事業」と「子ども家庭支援センター」共同企画

子どもの応急対応～こんなときはどうする？
　子どもの誤飲除去法、心肺蘇生法、ＡＥＤなどを体験する会を開催します。備えあれば憂い無し！万

が一の事態に備えましょう。また、日常生活の中で乳幼児期のお子さんに起こりやすい事故予防につい

てもお話があります。救急車の中の見学も予定しています。

〔日　　時〕９月１０日（金）午前１０時～正午（受付は９時４０分から）

〔会　　場〕子ども家庭支援センター　

〔内　　容〕「子どもの誤飲除去法、心肺蘇生法・ＡＥＤを実際やってみよう」

〔講　　師〕奥多摩消防署　齋藤 和範 さん

〔対　　象〕子育て中の保護者の方やその家族、子育てをお手伝いする方、ファミリー・サポート・

　　　　　 センター会員、病後児会員

〔申込期限〕８月２０日（金）まで　

＊６か月以上のお子さんの託児サービスもあります。ご希望の方は、お申し込みの際に「託児希望」と

お伝えください。

　※申し込み、問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

【児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成制度】
現況届を提出してください

〔受付期間〕８月２日（月）～２０日（金）

〔提出場所〕子ども家庭支援センター

〔対 象 者〕

　児童扶養手当を受給中の方、ひとり親家庭の医療証をお持ちの方、また所得制限を超えているためこ

れらの手当や助成を受けられていない方に現況届の案内通知をお送りしました。

　現況届は、今後対象となるかの可否を審査する際に必要な手続きです。現在該当していない方も必ず

提出してください。

　提出がないと、継続して手当や助成が受けられなくなりますのでご注意ください。

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

児童扶養手当の現況届の提出時期にひとり親家庭等の
相談窓口を臨時開設します～事前申込不要～

　東京都の専門相談員が相談をお受けします。

　仕事（就職・転職、資格、スキルアップなど）、子育て、住まい、お金（教育費、養育費）、なんでも

お気軽にご相談ください。

〔日　　時〕８月１６日（月）午前１０時～正午・午後１時～４時

〔会　　場〕子ども家庭支援センター多目的室

＊西多摩福祉事務所では青梅合同庁舎内に『ひとり親家庭のお父さんお母さんを対象にした相談窓口』

を常時設置しています。母子父子福祉資金貸付、ひとり親対象の訓練給付金、高卒認定試験合格支援、

母子父子自立支援プログラム策定の受付窓口となっていますので、いつでもお気軽にご相談ください。

　※問い合わせは、西多摩福祉事務所就業支援専門員・母子父子自立支援担当　☎２２－１１６８
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